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研究分担者の「安全保障貿易管理情報」登録
（電子申請システム）①

操作手順

①

① 申請者向けメニューで、「分担金の確認、安全保障貿易登録は以下から行ってください」の
下部にある「研究分担者の処理を行う」ボタンをクリック

研究代表者・分担者全員が安全保障貿易管理情報（リスト規制対象貨物の輸出又は技術提供予定の有無）を
登録していない場合、代表者が交付申請書・支払請求書を送信できませんので、必ず登録してください。
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研究分担者の「安全保障貿易管理情報」登録
（電子申請システム）②

② 続いて表示される「分担金・安全保障貿易情報一覧」画面で、
「リスト規制対象貨物の輸出又は技術提供予定の有無」欄から「登録」をクリック

③ 「安全保障貿易情報登録」画面が表示されるので、 「リスト規制対象貨物の輸出又は技術提供予定の有無」欄の
「あり」または「なし」を選択（必須）し、「OK」をクリック。

※補助金及び基金（新規）課題は、システム上で内定者情報が通知されると、分担者の画面に当該課題が表示されるようになります。
※基金（継続）課題は、代表者が支払請求書を作成して一時保存しないと、分担者の画面には当該課題が表示されません。

④ 手順③の登録が完了すると、手順②の画面が以下のように表示されるようになります。
一度登録した内容を変更したい場合は「修正」をクリックしてください。（③の画面に進みます）

③

②
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